
（GH・施設入所対象）
地域連携推進会議について

資料３

令和６年度指定障害福祉サービス事業所等に係る集団指導
⿃取県⻄部総合事務所県⺠福祉局共⽣社会推進課



2
2



33



4

会議の開催頻度・設置主体

○地域連携推進会議の開催頻度︓年1回以上
○施設等への訪問︓年１回以上
○地域連携推進会議の設置主体︓指定を受けた事業所単位
○実施⽅法︓原則対⾯実施。

※構成員の都合等により一部オンラインでも可
ただし、全員がオンライン参加ではなく、必ず実際に施設
を訪問する構成員がいることが望まれる
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地域連携推進会議の開催準備から開催後までの流れ（留意事項）
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○参考・引⽤資料

地域連携推進会議の手引き
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001319880.pdf

（事業所向け）地域連携推進会議の概要等
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001319881.pdf

※厚生労働省HP
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